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東京大学大学院新領域創成科学研究科放射線障害予防規程 

 

平成１３年９月１日制定 

平成２２年９月２２日改正 

 

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に規定する放射線障

害予防規程として、この規程を定める。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律（昭和３２年法律第１６７号）」（以下「放射線障害防止法」という。）及び

電離放射線障害防止規則等（以下「放射線障害防止法等」という。）に基づき、

東京大学大学院新領域創成科学研究科（以下「本研究科」という。）における

放射線の取扱い及び本研究科に属する者の放射線の取扱いに関し、これらに

よる放射線障害の発生を防止し、安全を確保することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、次の各号に掲げる者に対して適用する。 

(1) 本研究科において放射線の取扱いに従事する者 

(2) 本研究科の管理区域又はエックス線装置室に立ち入る者 

(3) 本研究科に所属する者で本研究科以外の事業所において放射線の取扱

いに従事する者 

(4) 本研究科に所属する者で本研究科以外の事業所の管理区域又はエック

ス線装置室に一時立入り以外の目的で立ち入る者 

２ この規程は、本研究科の放射線施設に対して適用する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この規程において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(1) 「エックス線装置」及び「電子顕微鏡」とは、電離放射線障害予防規
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則に定めるエックス線装置、及び定格加速電圧が 100 キロボルト以上の電

子顕微鏡のうち、放射線障害防止法で定める放射線発生装置に該当しない

ものをいう。 

(2) 「放射線施設」とは、エックス線装置及び電子顕微鏡並びに放射線障

害防止法に定める使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。 

(3) 「放射線の取扱い」とは、次に掲げる作業をいう。 

① 放射線障害防止法に定める放射性同位元素及び放射性同位元素によ

って汚染されたものの使用、保管、運搬及び廃棄の作業並びに放射線発

生装置の使用の作業 

② 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）」（以下「原子炉等規制法」という。）及び関係法令

に定める核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関する作業 

③ 放射線障害防止法等に定める放射線業務 

④ 電子顕微鏡の使用の作業 

 

（細則等）  

第４条 研究科長は、法令及びこの規程に定める事項の実施について、次の各

号に掲げる運用基準を別に定めるものとする。 

(1) 定期点検要領 

(2) 非密封放射性同位元素管理要領 

(3) 密封放射性同位元素管理要領 

(4) エックス線装置等管理要領 

(5) 個人被ばく線量測定要領 

(6) 放射線防護措置要領 

２ 研究科長は、法令及びこの規程に定める事項の実施については、前項の運

用基準のほか、次の各号に掲げる規則に従うものとする。 

(1) 東京大学の放射線障害の防止に関する管理規程 

(2) 放射線取扱者の健康管理に関する実施要領（以下「健康管理実施要項」

という。） 

(3) 放射線取扱者の教育訓練に関する実施要領（以下「教育訓練実施要項」

という。） 
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（遵守等の義務） 

第５条 放射線取扱者及び本研究科の管理区域又はエックス線装置室に一時的

に立ち入る者は、研究科長及び放射線取扱主任者が放射線障害防止のために

行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。 

 

第２章 組織及び職務 

 

（組織） 

第６条 本研究科における放射線の取扱いに従事する者及び安全管理に従事す

る者に関する組織は、別図のとおりとする。 

 

（放射線取扱主任者等） 

第７条 研究科長は、本研究科における放射性同位元素及び放射性同位元素に

より汚染されたものによる放射線障害の防止に関する業務の監督を行わせる

ため、第１種放射線取扱主任者免状を有する教職員のうちから、放射線取扱

主任者（以下「主任者」という。）を選任しなければならない。 

２ 主任者は、本研究科における放射線障害の防止に係る監督に関し、次の各

号に定める業務を行うものとする。 

(1) 予防規程の制定及び改廃に参画すること。 

(2) 放射線障害防止対策の企画、立案及び調査に関すること。 

(3) 放射性同位元素の使用状況等の調査を確認すること。ただし、必要に

応じて現場で立ち入り関係者に説明を求め、又は施設及び書類等の点検・

検査を行うこと。 

(4) 研究科長に意見を具申すること。 

(5) 放射線管理委員会の開催を要請すること。 

(6) 緊急時、危険時及び事故の際の対策並びに措置を講じること。 

(7) 立入検査等に立ち会うこと。 

(8) その他関係法令等に基づく放射線障害予防の実施の確保のための指示

を行うこと。 

３ 研究科長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うこと

ができない場合は、その期間中、第１種放射線取扱主任者免状を有する教職

員のうちから、主任者の代理者（以下「代理者」という。）を選任しなければ
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ならない。 

４ 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、そ

の職務を代行しなければならない。 

５ 研究科長は法に基づき、主任者（選任前１年以内に定期講習を受けた者を

除く。）に選任した日から 1年以内及び定期講習を受けた日から３年を超えな

い期間毎に定期講習を受けさせなければならない。 

 

（放射線管理委員会） 

第８条 研究科長は、本研究科の放射線施設の管理及び障害防止計画等に関す

る重要事項を審議するとともに、本研究科内の連絡調整を図るため、放射線

管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、主任者、関係の専攻・コース及び附属施設の教員若干名並びに

研究科長が必要と認める職員をもって組織するものとする。 

３ 委員長は、委員のうちから、研究科長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

５ 委員長は、委員会の審議の結果に基づき、研究科長に答申又は意見の具申

を行う。 

 

（意見の尊重） 

第９条 研究科長は、委員長が行う答申又は意見の具申及び主任者が行う意見

の具申を尊重しなければならない。 

 

（放射線取扱者） 

第１０条 研究科長は、本研究科に所属する者が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、放射線取扱者（以下「取扱者」という。）として登録しなければ

ならない。 

(1) 放射線障害防止法及び関係法令に基づく放射線業務従事者 

(2) 原子炉等規制法及び関係法令に基づく放射線業務従事者 

(3) 法令で定める放射線業務に従事する職員 

(4) 前号の場合と放射線の取扱内容が同等である職員以外の者 

(5) その他放射線取扱者として管理が必要であると研究科長が認める者 
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（研究室等責任者） 

第１１条 研究科長は、放射線の取扱いを行う研究室等ごとに研究室等責任者

（以下「責任者」という。）及びこれを補佐する研究室等担当者（以下「担当

者」という。）を置くものとする。 

２ 責任者及び担当者は、本研究科の教職員で、かつ、放射線管理に関する知

識を有する者で なければならない。 

 

（研究室等責任者の職務） 

第１２条 責任者は、自己の分野等に属する取扱者の個人管理について責任を

負うものとする。 

２ 責任者は、自己の分野等において取扱者となる予定の者について研究科長

に登録を申請しなければならない。 

３ 責任者は、毎年度ごとに取扱者の確認を行うとともに、取扱者について氏

名、身分、取扱内容その他に変更がある場合は、その都度研究科長に変更の

届出をしなければならない。 

４ 責任者は、前２項に定めるもののほか、取扱者に関し次の各号に掲げる業

務を行う。 

(1) 放射線の安全取扱いに関して適切な指導及び指示を与えること。 

(2) 個人被ばく線量計を支給しその装着を指導すること。 

(3) 個人被ばく線量測定結果を確認すること。 

(4) 健康診断受診について指導すること。 

(5) 教育及び訓練を受けるよう指導すること。 

(6) 記帳について指導し記録の提出を確認すること。 

(7) 放射線障害が発生した場合又はそのおそれのある場合、応急的措置を

実施し通報すること。 

 

（管理区域責任者） 

第１３条 本研究科の放射性同位元素を取り扱う管理区域ごとに、管理区域責

任者及びこれを補佐する管理区域担当者を置くものとする。ただし、管理区

域が特定の分野等に属する場合には、責任者及び担当者がそれぞれ管理区域

責任者及び管理区域担当者となる。 

２ 管理区域責任者及び管理区域担当者は、本研究科の教職員で、かつ、放射
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線管理に関する知識を有するものでなければならない。 

３ 管理区域責任者は、所管する管理区域について、放射線障害防止のための

必要な措置を講じなければならない。 

４ 管理区域責任者は、所管する管理区域の放射線障害防止に必要な事項を定

め、主任者の承認を得て、これを当該管理区域の取扱者に周知、遵守させな

ければならない。 

 

（装置責任者） 

第１４条 本研究科に設置されているエックス線装置及び電子顕微鏡（以下「エ

ックス線装置等」という。）について、１台ごとに装置責任者及びこれを補佐

する装置担当者を置くものとする。ただし、これらの装置が特定の分野等に

属する場合には、責任者及び担当者がそれぞれ装置責任者及び装置担当者と

なる。 

２ 装置責任者及び装置担当者は、本研究科の教職員で、かつ、所管する装置

の安全管理に関する知識を有する者でなければならない。 

３ 装置責任者は、所管する装置について、放射線障害防止のための必要な措

置を講じなければならない。 

 

（放射線管理室） 

第１５条 研究科長は、本研究科の放射線管理に関する業務を行わせるため、

放射線管理室を設ける。 

２ 放射線管理室は、主任者の指導及び指示のもとに、次の各号に掲げる業務

を行うものとする。 

(1) 放射性同位元素の購入、譲受、譲渡、運搬及び廃棄の手続きに関する

事務 

(2) 測定記録の検査及び測定結果に異常があった場合の措置 

(3) 帳簿及び個人被ばく線量測定記録の保存 

(4) 緊急時、危険時及び事故の場合の連絡調整 

(5) 放射線管理に関する技術的事項に関する指導及び助言 

(6) 文部科学省等関係機関に提出する書類の確認等 

(7) 関係機関との連絡調整 
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（事務部の職務） 

第１６条 放射線管理に関する次に掲げる事務は、事務部において処理する。 

(1) 取扱者の登録に関する事務 

(2) 個人被ばく線量計に関する事務 

(3) 健康診断及び教育訓練に関する通知 

(4) 関係機関等の手続きに係る書類の保管に関すること 

(5) 委員会に関する事務 

(6) エックス線装置等に係る検査記録の保管 

 

（放射線施設の新設及び変更） 

第１７条 本研究科において、放射線障害防止法に係る放射線施設の新設及び

変更を計画した場合は、事前に放射線管理室に届け出て、委員会の承認を得

なければならない。 

２ 本研究科において、エックス線装置又は電子顕微鏡を設置、変更、使用再

開又は廃止するときは、事前に研究科長に届け出なければならない。 

 

（巡視点検） 

第１８条 管理区域責任者は、定期的に所管する管理区域に関係する放射線施

設の巡視点検を行うものとする。 

２ 管理区域責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況、

原因等を調査し、修理及び清掃等適切な措置を講じなければならない。 

 

（定期点検） 

第１９条 管理区域責任者は、別表に掲げる点検項目について、別に定める定

期点検要領に従い、定期的に所管する管理区域に関係する放射線施設の点検

を行わなければならない。 

２ 管理区域責任者は、定期点検の結果を主任者を経由して研究科長に報告し

なければならない。 

３ 研究科長及び管理区域責任者は、定期点検の結果、異常を認めたときは、

その状況、原因等を調査し、修理及び清掃等適切な措置を講じなければなら

ない。 
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（エックス線装置等の検査） 

第２０条 エックス線装置及び定格加速電圧が１００キロボルト以上の電子顕

微鏡の装置責任者は、次に掲げる場合には当該装置の検査を実施し、その記

録を研究科長に提出しなければならない。 

(1) 当該装置を設置後初めて使用するとき。 

(2) 当該装置を変更後初めて使用するとき。 

(3) 当該装置の使用を再開するとき。 

(4) 定期検査（当該装置の使用を休止している場合を除く。）を実施したと

き。 

２ 研究科長は、前項各号に掲げる場合のほか、必要に応じて装置責任者に検

査を実施させることができる。 

３ 装置責任者は、検査の結果、異常を認めた場合には、修理等適切な措置を

講じなければならない。 

４ 装置責任者は、前項の修理が終了したときは再検査を実施し、その記録を

研究科長に提出しなければならない。 

 

（修理等に係る経費措置等） 

第２１条 管理区域責任者は、第１８条及び第１９条で行う修理及び清掃等で

多額の費用を要する場合には、その経費措置等について委員会で審議するこ

とを要請することができる。 

 

（修理、清掃等） 

第２２条 管理区域責任者は、所管する施設の修理、清掃等を行うときは、そ

の実施計画を作成し、放射線管理室に届け出て主任者の承認を受けなければ

ならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについては、こ

の限りでない。 

２ 管理区域責任者は、修理、改修及び清掃が終了したときは、主任者を経由

して研究科長に報告しなければならない。 

 

第３章 管理区域 

 

（管理区域） 
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第２３条 研究科長は、放射線障害防止のため、放射性同位元素及び放射性同

位元素により汚染されたものによる放射線障害のおそれのある場所を管理区

域として指定する。 

２ 研究科長は、エックス線装置等からの放射線による障害の防止のため必要

と認める場合は、エックス線装置室及び管理区域を設ける。 

３ 管理区域責任者及び装置責任者は、次の各号に定める者以外の者を所管す

る管理区域及びエックス線装置室に立ち入らせてはならない。 

(1) 取扱者として登録された者 

(2) 見学者等で一時立入者として責任者が認めた者 

 

（管理区域に関する遵守事項） 

第２４条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(1) 主任者、管理区域責任者及び責任者の指示に従うこと。 

(2) 放射線測定器を着用すること。放射線測定器としては、特別の理由の

ない限り本研究科の個人被ばく線量計を使用すること。 

(3) 管理区域内において飲食及び喫煙を行わないこと。 

２ 密封されていない放射性同位元素（以下「非密封放射性同位元素」という。）

を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項各号のほか、次の各号に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

(1) 管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要な事項を記入するこ

と。 

(2) 専用の作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだり

に管理区域の外に出ないこと。 

(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染を検査し、かつ、汚染を除去す

ること。 

３ 管理区域責任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る

注意事項を掲示しなければならない。 

 

第４章 使用  

 

（放射性同位元素等の使用） 
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第２５条 取扱者は、主任者、管理区域責任者、装置責任者及び責任者の指示

に従い、次の各号に掲げる事項を遵守して、人体に受ける放射線の量を少な

くするよう努めなければならない。 

(1) 放射性同位元素等の使用目的に応じて、放射線障害の発生するおそれ

のない使用方法をとること。 

(2) 経験の少ない取扱者は、単独で作業しないこと。 

(3) 非密封放射性同位元素の使用については、別に定める非密封放射性同

位元素管理要領を厳守すること。 

(4) 密封放射性同位元素の使用については、別に定める密封放射性同位元

素管理要領を厳守すること。 

(5) エックス線装置等の使用については、別に定めるエックス線装置等管

理要領を厳守すること。 

 

第５章 購入、譲受、譲渡、保管、運搬及び廃棄 

 

（放射性同位元素の購入等に係る届出） 

第２６条 本研究科において、放射性同位元素の購入をするとき又は放射性同

位元素若しくは放射性同位元素で汚染されたものを廃棄業者に引き渡すこと

により廃棄するときは、事前に放射線管理室に届け出るものとする。  

２ 放射性同位元素を他の事業所から本研究科へ譲受け、又は他の事業所に譲

渡するときは、事前に放射線管理室に届け出るものとする。 

 

（保管） 

第２７条 放射性同位元素は、容器に入れ、必ず所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保

管しなければならない。 

２ 貯蔵室又は貯蔵箱には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵して

はならない。 

３ 貯蔵箱及び耐火性の容器は、放射性同位元素を保管中に、これをみだりに

持ち運ぶことができないようにするための措置を講じなければならない。 

４ 非密封放射性同位元素を保管するときは、容器の転倒、破損等を考慮し、

汚染が生じないような措置を講じなければならない。 

５ 機器に装備されている密封放射性同位元素は、装備した状態で保管しなけ
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ればならない。 

６ 管理区域責任者は、放射線障害の防止に必要な注意事項を、貯蔵施設の目

につきやすい場所に掲示しなければならない。 

 

（管理区域における運搬） 

第２８条 管理区域内で放射性同位元素又は放射性同位元素で汚染されたもの

を運搬するときは、危険物との混載を禁止するとともに、転倒、転落等の防

止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止 その他保安上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（事業所内における運搬） 

第２９条 事業所内（管理区域内を除く。）において放射性同位元素又は放射性

同位元素で汚染されたものを運搬するときは、事前に放射線管理室に届け出

て主任者の承認を得るとともに、放射線障害の防止のために必要な措置を講

じて行うものとする。 

２ 前項の規定は、運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれの

ない場合には適用しない。 

 

（事業所外における運搬） 

第３０条 事業所外で放射性同位元素又は放射性同位元素で汚染されたものを

運搬する場合には、事前に放射線管理室に届け出て主任者の承認を受けると

ともに、関係法令に定める基準に適合するよう措置を講じなければならない。 

 

（廃棄） 

第３１条 非密封放射性同位元素等の廃棄は、次の各号の定めるところに従い

行わなければならない。 

(1) 固体状の放射性廃棄物は、不燃物、可燃物及び動物等に区分し、廃棄

物容器に封入した後、保管廃棄設備に保管廃棄し、又は廃棄業者に引き渡

すこと。 

(2) 液体状の放射性廃棄物は、無機液体及び有機液体に分類し、次に掲げ

るいずれかの方法により廃棄する。 

① 保管廃棄設備に保管廃棄すること。 
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② 無機放射性廃液については、排水設備により排水口における排液中の

放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。 

③ 有機放射性廃液で焼却可能なもの及び前記以外の無機廃液は、廃棄業

者に引き渡すこと。 

(3) 気体状の放射性廃棄物は排気設備により排気口における排気中の放射

性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。 

２ 密封放射性同位元素の廃棄は、廃棄業者等に引き渡すことによって行わな

ければならない。 

 

第６章 測定 

 

（場所の測定） 

第３２条 管理区域責任者及び装置責任者は、放射線障害のおそれのある場所

について、次に掲げる要領に従って放射線の量及び放射性同位元素による汚

染の状況を測定し、その結果を評価し記録しなければならない。 

(1) 非密封放射性同位元素を取り扱う管理区域に関する測定については、

非密封放射性同位元素管理要領 

(2) 密封放射性同位元素を取り扱う管理区域に関する測定については、密

封放射性同位元素管理要領 

(3) エックス線装置等を取り扱う管理区域に関する測定については、エッ

クス線装置等管理要項 

２ 管理区域責任者及び装置責任者は、測定結果を記録し放射線管理室に報告

するとともに、５年間保存しなければならない。 

 

（個人被ばく線量の測定） 

第３３条 研究科長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量

計を着用させ、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。

ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、放

射線測定器を用いることとし、なお測定が困難な場合は、計算によりこれら

の値を算出することとする。 

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる１センチメートル線量当量に

ついて行うこと。 
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(2) 測定は、男子にあっては胸部、女子にあっては腹部について、それぞ

れ１センチメートル線量当量及び７０マイクロメートル線量当量につい

て行うこと。 

(3) 前号のほか、頭部及びけい部から成る部位、胸部及び上腕部から成る

部位並びに腹部及び大たい部から成る部位のうち、外部被ばくが最大とな

るおそれのある部位が、男子にあっては胸部及び上腕部から成る部位、女

子にあっては腹部及び大たい部から成る部位以外の部位である場合は、当

該部位についても行うこと。 

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、け

い部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、第２号及び第

３号のほか当該部位についても行うこと。 

(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、

内部被ばくについても測定を行うこと。 

(6) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている

間継続して行うこと。ただし、主任者又は責任者が一時立入者として認め

た者については、外部被ばくの実効線量が１００マイクロシーベルトを超

えるおそれのあるときに行うこととする。 

(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。 

① 測定対象者の氏名 

② 測定をした者の氏名 

③ 個人被ばく線量計の種類及び形式 

④ 測定方法 

⑤ 測定部位及び測定結果 

(8) 前号の測定については、４月１日、７月１日、１０月１日及び１月１

日を始期とする各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに女子にあっ

ては毎月１日を始期とする１月間について、当該期間ごとに集計し記録す

ること。本人が「妊娠に伴う線量限度適用申告書」を提出することにより、

主任者が妊娠の事実を知ることになった女子にあっては、出産までの間１

月ごとに集計し記録すること。 

(9) 第７号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目につ

いて記録すること。 

① 算定年月日 
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② 対象者の氏名 

③ 算定した者の氏名 

④ 算定対象期間 

⑤ 実効線量 

⑥ 等価線量及び組織名 

(10) 前号の算定は、４月１日、７月１日、１０月１日及び１月１日を始期

とする各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに女子にあっては毎月

１日を始期とする１月間について、当該期間ごとに行い記録すること。た

だし、４月１日を始期とする１年間において実効線量が２０ミリシーベル

トを超えた場合は、平成１３年４月１日を始期とする５年間ごとに、当該

１年間を含む５年間について、累積実効線量を毎年度集計し、次の項目に

ついて記録すること。 

① 集計年月日 

② 対象者の氏名 

③ 集計した者の氏名 

④ 集計対象期間 

⑤ 累積実効線量 

(11) 主任者は、第７号から第１０号の記録を放射線管理室において保存す

るとともに、記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。 

 

（作業環境の改善等） 

第３４条 放射線管理室は、前２条の規定による測定の結果、必要と認めた場

合には、管理区域責任者又は責任者に対して、作業環境の改善及び作業方法

の変更等必要な事項を勧告するものとする。 

２ 管理区域責任者及び責任者は、前項の勧告を受けた場合には、速やかに必

要な措置を講じなければならない。 

 

第７章 教育及び訓練 

 

（教育訓練） 

第３５条 研究科長は、取扱者に東京大学における教育訓練実施要項に従って

実施される教育訓練を受けさせなければならない。 
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２ 前項の規定による教育訓練は、次の区分により実施する。 

(1) 取扱者として登録申請された者を対象とする教育訓練（以下「新規取

扱者教育訓練」という。） 

(2) 前年度から継続して取扱者である者を対象とする教育訓練（以下「再

教育」という。） 

３ 新規取扱者教育訓練は、次の各号により実施する。 

(1) 新規取扱者教育訓練は、東京大学アイソトープ総合センター（以下「RI

センター」という。）が行う全学一括講習会及び研究科長が行う部局講習

会からなり、双方を受講した者を新規取扱者教育訓練の修了者とする。 

(2) 部局講習会の項目及び時間数は、次に定めるところによる。 

① この規程３０分間以上 

② その他放射線障害防止に必要な事項 

４ 研究科長は、部局講習会又は再教育の修了者を RI センター長に報告しなけ

ればならない。 

５ 一時立入者に対しては、責任者の承認のもとに、取扱者が、必要な教育を

行うものとする。 

 

第８章 健康管理 

 

（健康管理） 

第３６条 研究科長は、東京大学保健・健康推進本部（以下「保健センター」

という。）と連携して取扱者の健康管理を行うものとする。 

２ 前項の健康管理は、健康管理実施要項により実施する。 

３ 定期的な健康診断は、次の各号に従い保健センターで行う。 

(1) 定期的な健康診断は、次の区分により行う。 

① 新規取扱者健康診断 

② 継続取扱者健康診断 

(2) 新規取扱者健康診断は、新規取扱者を対象者とする。 

(3) 継続取扱者健康診断は、継続取扱者を対象とする。 

４ 研究科長は、取扱者が次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その者

につき健康診断を受診させなければならない。 

(1) 放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき。 
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(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚

染を容易に除去することができないとき。 

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそ

れのあるとき。 

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ば

くしたおそれがあるとき。 

５ 前項の規定にかかわらず、研究科長は、次の各号に掲げる場合に健康診断

を受診させることができる。 

(1) 医師が健康診断を必要と認めたとき。 

(2) 主任者等放射線の管理に携わる者が必要と認めたとき。 

(3) 本人が健康診断の受診を希望するとき。 

６ 保健・健康推進本部長は、健康診断の結果を研究科長に報告するとともに、

健康診断に関する記録を保存しなければならない。 

７ 放射線管理室は、健康診断に関する記録の写しを対象者に交付しなければ

ならない。 

８ 研究科長は、取扱者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合に

は、その程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置

転換等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。 

 

第９章 記帳及び保存 

 

（記帳） 

第３７条 放射線管理室は、使用、受入れ、払出し、保管、運搬、廃棄並びに

教育及び訓練並びに放射線施設等の定期点検に係る帳簿を備え、記帳させな

ければならない。 

２ 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号のとおりとする。 

(1) 使用 

① 放射性同位元素の種類及び数量 

② 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所 

③ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名 

(2) 受入れ、払出し 

① 放射性同位元素の種類及び数量 
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② 受入れ又は払出しの年月日 

③ 相手方の氏名または名称 

(3) 保管 

① 放射性同位元素の種類及び数量 

② 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所 

③ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名 

(4) 運搬 

① 放射性同位元素等の種類及び数量 

② 事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法 

③ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又

は、運搬の委託先の氏名若しくは名称 

(5) 廃棄 

① 放射性同位元素の種類及び数量 

② 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所 

③ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名 

(6) 教育及び訓練 

① 教育及び訓練の実施年月日及び項目 

② 教育及び訓練を受けた者の氏名 

(7) 放射線施設等の定期点検 

① 定期点検の実施年月日 

② 定期点検の結果及びこれに伴う措置の結果 

③ 定期点検を行った者の氏名 

３ 前項に定める帳簿は、毎年３月３１日又は事業所の廃止等を行う場合は廃

止日等に閉鎖する。 

４ 帳簿の保管期間は、帳簿の閉鎖後５年間とする。 

 

第１０章 危険時の措置 

 

（放射線障害に係る通報事項） 

第３８条 次の各号に掲げる事態が発生したときは、発見者は、別に定める放

射線防護措置要領に従い、直ちに主任者等放射線の管理に携わる者に連絡す

る等応急的措置を講じなければならない。 
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(1) 放射性同位元素を誤って吸入摂取し、若しくは経口摂取し、又はその

おそれのあるとき。 

(2) 放射性同位元素により皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去するこ

とができないとき。 

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそ

れのあるとき。 

(4) 被ばく限度を超えた放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある

とき。 

(5) 放射性同位元素をこぼし若しくは散逸し、又はそのおそれのあるとき。 

(6) 放射性同位元素の所在不明若しくは盗難が発生し、又はそのおそれの

あるとき。 

(7) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気する

ことによって廃棄した場合において、濃度限度を超えたとき。 

(8) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水する

ことによって廃棄した場合において、濃度限度を超えたとき。 

(9) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき。 

(10) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。ただし次のいずれか

に該当するときを除く。 

ア 漏洩した液体状の放射性同位元素等が漏洩に係る設備の周辺部に設置

された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。 

 イ 気体状の放射性同位元素等が漏洩した場合において、空気中濃度限度

を超えるおそれがないとき。 

(11) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。 

 ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれ

のある線量 

 イ 事業所の境界（及び事業所内の人が居住する区域）における線量 

(12) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、

次の線量を超え、又は超えるおそれがあるとき 

 ア 放射線業務従事者 ： ５ミリシーベルト 

 イ 放射線業務従事者以外の者 ： ０．５ミリシーベルト 

(13) 前各号のほか、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれのあ

るとき。 
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２ 前項の連絡を受けた主任者等は、放射線防護措置要領に従い、その状況に

応じた適切な措置を講じなければならない。 

３ 研究科長は、第１項各号に掲げる事態が発生した場合であって、次の各号

のいずれかに該当するときは、放射線関係緊急連絡網により学内の関係機関

に連絡するとともに、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置につ

いて１０日以内に文部科学大臣等に報告しなければならない。 

(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が発生した場合 

(2) 放射性同位元素等が異常に漏洩した場合 

(3) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるお

それのある被ばくが発生した場合 

(4) 前各号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合 

 

（災害時） 

第３９条 地震、火災等の災害が発生した場合は、本研究科放射線管理施設緊

急時連絡体制により関係者に連絡するとともに、必要に応じて施設、設備等

の点検を実施しなければならない。また、点検の結果は、放射線管理室、主

任者を経て、研究科長に報告する。 

 

（災害時の措置） 

第４０条 放射性同位元素等に関し、火災、地震、運搬中の事故等の災害が発

生したことにより、放射線障害が発生し、又はそのおそれがある場合、その

発見者は、放射線防護措置要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避

難警告等応急の措置を講じなければならない。 

２ 前項の通報を受けた主任者等は、放射線防護措置要領に従い、適切な措置

を講じなければならない。 

３ 研究科長は、第１項の事態が生じた場合は、直ちに放射線関係緊急連絡網

により学内の関係機関に通報するとともに、遅滞なく文部科学大臣又は国土

交通大臣に届け出なければならない。 

 

第１１章 一般報告 

 

（定期報告） 
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第４１条 放射線管理室は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までの期間の

放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して研究科長に報告しなけれ

ばならない。 

２ 研究科長は、前項の報告書を当該期間の経過後３月以内に文部科学大臣に

提出しなければならない。 

 

（特定放射性同位元素に関わる報告） 

第４２条 研究科長は、特定放射性同位元素に係わる以下の各号の行為を行っ

た場合、行為を行ってから１５日以内に文部科学大臣に報告しなければなら

ない。 

(1) 輸入、受入れ又は払出し 

(2) 特定放射性同位元素の内容を変更（当該変更により当該特定放射性同

位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む） 

２ 研究科長は、年度末に所有している特定放射性同位元素に係わる報告を翌

年度６月末日までに文部科学大臣に行わなければならない。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年９月２２日から施行し、平成２２年４月１日から適

用する。 
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別図１ （第６条関係） 

  本研究科における放射性同位元素及び放射性同位元素により汚染されたもの

の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織図 
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放射線管理委員会 放射線取扱主任者 

事務部 放射線管理室 
管理区域責任者

管理区域担当者

研究室等責任者

研究室等担当者

放射線取扱者

専攻・付属施設
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別図２ （第６条関係） 

 本研究科においてエックス線装置等を使用する者、本研究科以外の事業所に

おいて放射線の取扱いに従事する本研究科に所属する者及び安全管理に従事す

る者に関する組織図  
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装置担当者

研究室等責任者

研究室等担当者

放射線取扱者

専攻・付属施設
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別表 点検項目及び実施時期 

点 検 項 目 実施時期 

①�  建物周辺及び耐火性、不燃性等の構造に関する事項 年１回以上又は

変更の生じた時

② しゃへい壁、しゃへい物等に関する事項 年１回以上又は

変更の生じた時

③ 作業室及び汚染検査室の壁、床の平滑性等の表面状態に

関する事項 

年２回以上又は

変更の生じた時

④ 排気設備の構造、能力等及び各種装置との連結状態に関

する事項 

年２回以上又は

変更の生じた時

⑤ 排水設備の構造、能力等及び洗浄設備等との連結状態に

関する事項 

年２回以上又は

変更の生じた時

⑥ 管理区域境界の柵、施錠等の施設に関する事項 年２回以上又は

変更の生じた時

⑦ 標識及び注意事項等に関する事項 年２回以上又は

変更の生じた時

⑧ その他使用施設に関する事項 

a.汚染検査用測定器、b.除染用具等 

年２回以上又は

変更の生じた時

⑨ 貯蔵施設、保管廃棄設備に備える容器に関する事項 年２回以上又は

変更の生じた時

 

 


